
OEM (Original Equipment Manufacturing )契約書

 アイデス株式会社（以下「X」という）と、GOODBABY (HONG KONG) LIMITED（以下「Y」という）は、XがYに対し製造を委託し、YがXに対し納入する製品（以下「製品」という）について、次のとおり契約を締結する。

第1条（受注と製造）
1. Xは、Yに対し、製品を発注する。Yは、Xからの発注を受けて、製品を製造し、Xに納入する。
2. X及びYは、本契約に基づく製品の個別の発注・受注について、個別に契約を締結する（以下「個別契約」という）。個別契約と本契約とで、内容に相違等がある場合、個別契約の規定を優先して適用する。
3. Yは、X以外の第三者のために、製品（その部品を含む）を製造してはならない。
4. Yは、YまたはYの下請け業者が(1)Xが発注していない製品、(2)製品の部品を使用して製造した、その他の製品、部品が、市場等に存在することを発見した場合、Xに対し、直ちに通知しなければならない。また、Xが要請する場合、Yは、30日以内に、これらの製品等について調査し、その結果をXに報告し、また、対策を提案しなければならない。
また、その後、Xと別途に協議して、当該対策を実施する。また、Xが要請する場合、Yは、30日以内に、これらの製品等について調査し、その結果をXに報告し、また、対策を提案しなければならない。また、その後、Xと別途に協議して、当該対策を実施する。

第2条（個別契約）
1. Yは、見積書（記載事項：製品名、仕様、数量、コンテナ入数、製造MOQ〔Minimum Order Quantity〕、US$価格、自国通貨価格、換算レート及び見積有効期限）を作成し、Xに対し発信する。なお、引渡条件は、FOB（Free on Board）とする。
2. Xは、前項の見積書を確認の上、これに対応した発注書（記載事項：商品名、数量、納入価格、納期、取引条件、ロット番号、その他の個別契約に必要な事項）を作成して、Yに対し、発信する。Yは、発注書の受領日から5営業日以内に、これに署名して、Xに対し、発信する。X及びYにおいて、それぞれの権限ある者が発注書に署名した時点で、個別契約が成立する。
3. 前項にかかわらず、発注書の受領日から5営業日以内に、（１）Yが、Xに対し、書面での異議を発信しない場合、又は（２）Yが、署名した発注書をXに対し発信しない場合は、いずれも、個別契約の成立とする。

第3条（納期遅延による責任）
1. Yが、個別契約に定める製品の納期に対し、8日から14日遅延した場合、Xは、製品代金を10%以下減額して支払う。
2 .前項に定める納期遅延が15日以上に達した場合、Xは、Yに対し、(1)航空輸送への変更、又は(2)個別契約の解除を求めることができる。Yは、Xの要望に応じて、(1)航空輸送への変更、又は(2)個別契約の解除に応じなければならない。
3. 納期遅延によって発生する各種の費用（航空輸送費用、廃棄費用及びこれらに関する費用）及び損害は、いずれもYが全額を負担しなければならない。また、本条に定める責任に加えて、第26条に定める債務不履行責任、第27条に定める遅延損害金支払義務等を負う。

第4条（製造仕様書）
1. 製品の仕様は、Xが発行又は承諾した、製造仕様書（以下「製造仕様書」という）に従う。
2. 法令の改正、その他の事情によって製品の仕様に変更が必要となった場合、Xは、これを変更することができる。
3. 前項の場合で、価格、納期等の契約条件を変更する必要があるとき、X及びYは、これらにつき、別途に協議して定める。
4. Yは、製品の製造に関して、外注先、重要な製造工程、材料、その他の製品の品質に影響を及ぼす可能性のある事項を変更する場合、事前にXに対し、書面で通知の上、見本提出、その他のXの指示に従い、Xの承諾を得なければならない。
5. 製造仕様書の作成及び変更は、Xにおいて権限のある者が署名して、実施する。

第5条（外注先への委託等）
Yは、Xから事前の承諾を得ることにより、本契約又は個別契約が定めるYの義務の全部又は一部につき、第三者への委託等を実施して、履行することができる。この場合、Yは、当該第三者に対し、本契約等に定めるYの義務と同等の義務を負わせなければならない。また、このような外注先への委託等を実施する場合であっても、Yが本契約等において負担する義務は、免除とはならない。

第6条（商標）
Yは、製品の全てについて、Xが指定する商標「ＩＤＥＳ」（以下「商標」という）を、Xが指定する位置、態様で、刻印する。又は、Xの指定するラベル（梱包材においては印刷）を、Xが指定する位置、態様で、貼付する。

第7条（ライセンス商品）
1. 製品のうち、Ｘが第三者（以下「ライセンサー」という）から著作権又は商標のライセンスを受けたものについて、ライセンサーが、製品への「知的財産権使用許諾商品であることを証する許諾証紙（以下「許諾証紙」という）の貼付」を要求した場合、Yは、Xが指定する位置に、当該製品に対し、個別に許諾証紙を貼付しなければならない。Xは、ライセンサーから許諾証紙の支給を受け、Yに交付する。Yは、許諾証紙を受領した時点で、数量等を確認し、書面でXに報告しなければならない。
2. Yは、第５条に定める外注先への委託等を実施する場合、ライセンサーが要求する製造施設基準等を充足しなければならない。外注先が当該基準等を充足しているか否かを確認するための監査及び監督費用等は、いずれもYが負担する。

第8条（調査及び技術指導）
本契約期間中に、YがXに対し技術者の派遣を要請した場合、Xは、その必要性について検討した上で、Y及びその外注先に対し、技術者を派遣して、技術指導を実施することができる。Yは、技術指導実施のために、全面的に協力しなければならない。この場合、Xは、技術者の派遣のための費用をXの社内規定に基づいて試算し、Yに通知する。Yが当該費用の支払いについて同意した後に、Xは、技術者を派遣する。

第9条（船積と納入）
1. Yは、個別契約に定めるとおり、製品を製造し、納入する。製品の所有権は、原始的にXに帰属する。
2. Yは、生産等の遅れにより、納期遅延となる可能性があると予測できる場合、直ちに書面でＸに対し報告し、Xからの指示を受けなければならない。
3. 前項の場合で、１５日以上の納期遅延となる予定であるとき、第３条２項等を準用する。

第10条（出荷前検査）
1. Ｙは、製品を出荷する前に、(1)製造仕様書、(2)Ｘの定める製品品質基準書及び出荷検査基準書（以下「検査基準書」という）に基づき、生産場所での抜取り検査等を含む、自主検査を実施しなければならない。
2. Ｘは、必要と認めた場合、本契約の有効期間中、随時に、Ｙの生産場所、倉庫、事務所等に立入って、製品の製造方法、製品の品質等が製品仕様書、検査基準書等に適合しているか否かを確認することができる。Ｙは、これらの手続に、全面的に協力しなければならない。
3. Yは、本条に定める検査の結果、合格した製品だけをXに出荷しなければならない。Ｙは、検査の結果について、検査確認書を作成し、製品を出荷する前に、Ｘに対し、E-mailで発信しなければならない。
4. Yは、本条に定める検査の結果、不合格となった製品を、すべてＹの負担で廃棄し、良品と取り替えるか、又は各検査に合格するように補修等しなければならない。YはXが設計・デザイン及びライセンスに関わる部品の不良品を市場に流出させない事をXに保証し、万一不良部品の流出が発覚した場合、Yの費用にて市場から回収する。
5. Xが第三者から購入した部品等を製品の製造のために、Yに対し、無償で支給する場合、Yは、Xが別途に作成する無償支給部品用の検査基準書に基づいて、受入検査を実施する。その結果、数量不足が判明した場合、又は不合格となった部品が存在する場合、Yは、直ちにXに通知し、対応についてXと別途協議して定める。

第11条（受入検査）
1. Ｘは、製品の納入を受けた後、速やかに、製造仕様書、検査基準書に基づいて受入検査を実施する。第２条に定める引渡条件によって、製品が引き渡され、受入検査に合格した時点で、製品の引渡しが完了する。
2. 前項に定める受入検査の結果、不合格となった製品が存在する場合、Xは、速やかにYに通知する。不合格の原因がYの製造原因による瑕疵による場合、Yは、良品の納入、補修、返品、必要な直接の損害賠償等を実施しなければならない。

第12条（報告義務）
1. Yは、次の各号に定めるリストを、製品製造月の翌月初日から５営業日以内に作成して、Xに対し、発信しなければならない。Yは、これらのリストの様式について、事前にXの承諾を得なければならない。
(1) 製品の製造数、出荷数、在庫数を記載したリスト
(2) Xが交付した許諾証紙（第７条）について、入荷数、使用数、在庫数を記載したリスト
(3) Xが無償で支給した部品（第１０条５項）について、入荷数、使用数、在庫数を記載したリスト
2. Yは、許諾証紙及び無償支給部品について、６か月に１回以上の頻度で、在庫の実数を確認し、前項のリストに記載した数量と差異が無いことを確認しなければならない。これらの実数と、リスト記載の数量とに差異があることが判明した場合、Yは、その原因を調査して、Xに対し、書面で報告して、Xの指示を受けなければならない。
3. Xは、本条１項に定める各リストに関して、必要と認める場合、Yに対し、その日報、財務資料等の各文書の提出を依頼することができ、また、これらの文書を閲覧することができる。また、Xは、この目的のために、いつでもＹの生産場所、倉庫、事務所等に立入ることができる。Ｙは、これらの手続に、全面的に協力しなければならない。

第13条（管理事項）
X及びYは、次の事項について、別途に協議して定める。
(1) XからYに対し、製品の製造に必要な製造仕様書、設計図書、規格書等を提供又は貸与する場合の、これらの管理に関する事項
(2) XからYに対し、金型を発注する場合や、金型を提供又は貸与する場合の、金型の管理に関する事項
(3) Yの外注先の管理に関する事項

第14条（金型の発注）
1. Xは、Yに対し、金型を発注することができる。Yは、Xからの発注を受けて、金型を製造する。
2. X及びYは、本契約に基づく金型の個別の発注・受注について、個別に契約を締結する（以下「金型個別契約」という）。金型個別契約と本契約とで、内容等に相違等が生じた場合、金型個別契約での合意を優先して適用する。

第15条（金型個別契約）
1. Yは、金型見積書（記載事項：US$価格、自国通貨価格、換算レート、金型の種類、仕様、材質及び見積有効期限）を作成し、Xに対し発信する。
2 .Xは、前項の金型見積書を確認の上、これに対応した金型発注書（記載事項：金型製造完了日、価格、金型を使用して製造する部品名、製品名又は略号、金型代金支払予定日、その他の金型個別契約に必要な事項）を作成し、Yに対し、発信する。Yは、金型発注書の受領日から5営業日以内に、これに署名し、Xに対し発信する。X及びYにおいて、それぞれの権限ある者が金型発注書に署名した時点で、個別契約が成立する。
3. 前項にかかわらず、金型発注書の受領日から5営業日以内に、（１）Yが、Xに対し、書面での異議を発信しない場合、又は（２）Yが、署名した発注書をXに対し発信しない場合は、いずれも、金型個別契約の成立とする。

第16条（金型製造と保存義務）
1. Ｙは、金型個別契約の成立後、直ちに金型製造に着手し、個別契約で合意した金型製造完了日までに、金型の製造を完了する。本契約及び個別契約に基づいてYが製造完了した金型（以下「X所有金型」という）の所有権は、原始的にXに帰属する。
2. Ｙは、X所有金型の製造完了後、Xが指定する情報及びX所有金型の写真等を記載した、金型預かり書を作成し、その原本を、Ｘに対し、発信する。
3. Ｙは、Ｘから受注した製品の製造以外の目的で、Ｘ所有金型を使用してはならない。また、Ｘの事前の承諾を得ることなく、X所有金型の保管先を変更してはならない。
4. Ｙは、Ｘ所有金型を適切に保管しなければならず、必要に応じて、これらの点検、清掃、補修等を、Ｙの責任と費用負担で、実施する。
5. Ｙが保管するX所有金型が破損、紛失等した場合、Yは、これらの事実が発覚した時点で、直ちにＸに対して通知し、Ｙの責任と費用負担で、修繕、回復等しなければならない。金型の再製造のために、製品の納期遅延が発生する場合も、第3条、第９条等を適用する。
6. 製品が製造終了した場合、又はＸが要求する場合に、Yは、Xの指示に従って、速やかに、X所有金型をＸの指定先へ有償にて発送等を実施しなければならない。

第17条（金型代金の支払い）
1. Xは5000ドル以上の金型発注の場合は、前渡金として、金型発注価格の30%をYの指定期間までに、Y宛に送金し、支払う。Xは、X所有金型を使用して製造した部品でもって製造した製品が、初回入荷時の受入検査に合格し、かつ、Yが発行した金型預かり書の原本をXが受領し、記載内容を確認した後、次月10営業日以内に金型発注価格の残額（70％）をY宛に送金し、支払う。
2. X所有金型を使用して製造した部品、製品が、Ｘの求める仕様、品質、納期等の基準に達しない場合、Ｙは、前項に定める前渡金（30%）をＸに対し、返金しなければならない。
3. Xは5000ドル未満の金型発注の場合は、X所有金型を使用して製造した部品でもって製造した製品が、初回入荷時の受入検査に合格し、かつ、Yが発行した金型預かり書の原本をXが受領し、記載内容を確認した後、次月10営業日以内に金型発注価格の全額をY宛に送金し、支払う。
4. 金型預かり書の記載内容に不備があった場合、Ｙは、直ちに修正し、Ｘに対し、その原本を改めて発信する。

第18条（金型の製造遅延）
Ｙは、個別契約で合意した金型製造完了日までに、製作した金型での試作品を完成させる。
X及びYは、Yによる金型での試作品の完了が遅延した場合、遅延日数に応じて、次のとおり対応する。
(1)　遅延日数8～14日： 金型発注価格の5％を減額する。
(2)　同15～29日　： 同10％を減額する。
(3) 同30日以上  ： 同15％を減額する。

第19条（金型の品質保証）
Ｙは、X所有金型について、以下の品質を保証する。
(1) プラスチック部品用の金型：成形保証数300,000回
(2)金属部品用の金型：加工保証数100,000回

第20条（製品代金の支払い）
X及びYは、製品代金の支払方法は電信送金とし、Invoice発行日の60日以内に支払うものとする。

第21条（製品の品質保証）
Ｙは、製品の品質が製造仕様書及び検査基準書等に適合することを保証する。保証期間は、製品の出港日（ETD）から1年間とする。保証期間内に、製品について品質不適合が判明した場合、Yの製造原因による製品瑕疵であれば、Yは、Xの要求に応じて良品の納入、補修、返品、必要な直接の損害賠償等を実施しなければならない。但し、製造起因による隠れたる瑕疵による品質不良の場合は、ETDから3年間とする。

第22条（秘密保持責任）
1. Ｙは、Ｘから提供又は貸与を受けた、製品の製造に関する製造仕様書、設計図書、規格書等の書面及びこれらの記載内容に関する口頭又は無形の情報等（以下「秘密情報」という）を、秘密として保持し、第三者に開示、漏洩等してはならない。また、本契約及び個別契約を履行すること以外の目的で秘密情報を使用してはならない。ただし、公知の情報、Ｘから提供又は貸与を受ける以前に知得していた情報は、秘密情報から除外する。
2. 本条に定める秘密保持義務は、本契約の終了後（当該終了の理由が、期間満了、解除、解約等の如何なる事由であるかを問わない。以下同じ）も、3年間は存続する。
3. Yは、本契約及び個別契約の履行に関与する、Yの取締役、従業員等及び第三者に対しても、本条に定める秘密保持義務と同様の義務を負わせなければならない。

第23条（知的財産権）
1. Yは、Xが製品に関して保有する、全ての特許権、著作権、デザイン、商号、商標、及びこれらに関してXが提供又は貸与する製造仕様書、設計書、規格書等の書面、その他の情報等が、Xに帰属していること、又はXが使用権を有していることを認識し、これらを侵害してはならない。また、Xの事前の承諾を得ることなく、これらを使用してはならない。
2. Yは、前項に定めるXの知的財産権等（第７条に定めるライセンサーの権利等を含む。以下同じ）を、いかなる国、地域においても、知的財産権等として出願等してはならない。
3. Ｙは、自己の仕様又は自己の提案に基づき、製品の一部又は全部を使用する場合、事前にXの承諾を得なければならない。また、当該使用の際に、第三者の知的財産権等を侵害してはならない。第三者との間で知的財産権等に関する紛争が発生した場合、直ちに書面でXに通知し、Yの責任と費用負担で、これを解決しなければならない。
4. Yは、製品の製造工程等につき、改良を検討する場合、直ちにその旨をXに通知し、検討内容を開示しなければならない。Yが、製品の製造等に関して、独自に考案し、又は開発した技術（以下「改良技術」という）は、Yに帰属する。ただし、改良技術の中に、Xが本契約に基づいてYに提供又は貸与した秘密情報を含む場合、改良技術中の当該技術は、引き続きXに帰属する。また、Yが改良技術を知的財産権として出願等する場合、事前にXと協議し、共有割合等について合意しなければならない。
5. Yは、Xが要請する場合、改良技術に関する権利の有効期間中、当該改良技術をXが無償でYに製造を委託する製品に使用することを承諾する。
6. Yは、Xの知的財産権等が第三者によって侵害されているか、又は権限無く使用されていることを知った場合、直ちにXに通知し、X等が行う対抗措置に協力しなければならない。

第24条（契約期間、更新）
1. 本契約は、X及びYにおいて、それぞれの権限ある者が署名押印した時点で、成立し、締結日から１年間、有効に存続する。期間満了の１か月前までに、Ｘ及びＹのいずれも契約期間満了についての特段の意思表示をしない場合、本契約は、期間満了日からさらに１年間延長し､その後も同様とする。
2. 前項にかかわらず、本契約の有効期間中、X及びYは、いずれも、相手方に対し、３か月前に通知することにより、本契約を解約し、将来に向かって終了させることができる。ただし、この場合であっても、X及びYは、個別契約を約定のとおりに履行しなければならない。

第25条（即時解除）
1. Ｘ及びＹは、相手方において、次に挙げる事由の１つが生じた場合、相手方に対し通知することによって、事前の通知等を要せずに、直ちに本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 差押、仮差押、仮処分、競売処分、租税滞納処分、その他これらに類似する処分を受けた場合
(2) 債務整理、破産、会社更生、その他これらに類似する手続の開始申立てをした場合、又は、これらの手続の開始申立てを受けた場合
(3) 事業の譲渡、廃止、変更、解散の決議をした場合、又は他の企業に合併された場合
(4) 手形、小切手等が決済できない場合、又は金融機関から取引停止処分等を受けた場合
(5) 財務状態が悪化し、債務超過となった場合、又はその可能性が高いと、合理的な理由でもって
認定できる場合
2. 本条及び次条に基づく契約の解除は、当該解除事由に基づく、相手方に対する損害賠償請求等を妨げない。

第26条（事前通知に基づく解除）
Ｘ及びＹは、相手方が、本契約及び個別契約に定めるいずれかの義務を履行しない場合、相手方に対し、その履行を求める通知をすることができる。X及びYは、相手方が、当該通知の受領後、相当の期間を経過したにもかかわらず、これを履行しないとき、本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。

第27条（期限の利益の喪失、遅延損害金）
Ｘ及びＹのいずれかが、(1)第２５条に定める事由の１つが生じた場合、又は(2)第２６条に定める義務履
行を求める通知を受け、相当の期間を経過したにもかかわらず、これを履行しない場合、ＸＹ間での取引によって生じた一切の債務について､期限の利益を喪失し、残債務全額を一括して支払わなければならない。その場合、当該事由の発生した日から全額の支払いを完了するまで、年１２％の割合による遅延損害金を支払わなければならない。遅延損害金は、代金、費用、損害賠償金等に追加して、支払わなければならない。

第28条（契約終了時の措置）
1. 本契約が終了した場合、Ｘ及びＹは、相手方から提供又は貸与を受けた製造仕様書、設計図書、規格書、金型等の全てを、速やかに所有者に返還しなければならない。当該所有者が返還不要と指示したものについては、その指示に従って、廃棄等の処分をし、処分状況について報告しなければならない。
2. 本契約が終了した場合であっても、第3条3項、第5条、第10条4項、第12条3項、第16条6項、第19条、第21条、第22条、第23条、第24条2項、第25条2項、第27条から第35条までは、いずれも有効に存続する。

第29条（契約上の地位の譲渡等の禁止）
X及びYは、相手方の書面による同意がなければ、本契約及び個別契約上の地位や、これらに基づく権利、義務を、第三者に譲渡、移転等することができない。

第30条（不可抗力）
本契約及び個別契約について債務不履行が発生した場合でも、次に掲げる、当事者の責によらない不可抗力事由による不履行については、X及びYのいずれも、履行責任を免れることができる。ただし、当該不可抗力事由の状況を直ちに相手方に通知し、代替手段を確保する等の契約を履行するための最大限度の対応をしなければならない。
(1) 地震、暴風雨、洪水等の自然災害
(2) 火災、伝染病、悪疫
(3) 戦争、内乱等の国内闘争又は国際間の紛争
(4) その他の当事者が予見不可能で、かつ回避及び克服が不可能な、不可抗力事由

第31条（相手方への通知）
本契約及び個別契約に関する通知等の発信は、次の相手方住所に対する郵送（EMS等を含む）、又は書面をPDFデータでスキャンして相手方担当者のE-mailアドレス宛に送信する方法によって、実施する。原本を発信する場合は、その控え（又は発信の事実を証明する資料）を保存しておかなければならない。これらの発信は、発信の時点で、相手方に到達したとみなす。X及びYのいずれも、本条に従って通知することにより、自身の送付先住所及び担当者のE-mailアドレスを追加、変更等することができる。

X：日本国東京都台東区駒形１－７－１０
Y：Room 2501-2, 25/F., Tung Chiu Commercial Centre, 193 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong.

第32条（準拠法）
X及びYは、本契約の準拠法を中華人民共和国の法律とすることに合意する。「国際物品売買契約に関する国際連合条約」（United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods）には、その適用を排除する。

第33条（協議事項）
本契約に定めなき事項及び解釈上の疑義を生じた事項等については、XY間で友好的に協議し、解決する。

第34条（紛争解決）
前条に定める協議によっても、疑義等が解決できない場合、X及びYは、いずれも単独で仲裁を申し立てることができる。ただし、一方が仲裁を申し立てた場合、相手方は、別途に仲裁を申し立てることができない。Yが仲裁を申し立てる場合、日本国の一般社団法人日本商事仲裁協会おいて、その時点で有効な同協会の仲裁規則に従って、日本国東京都で、日本語によって行う。Xが申し立てる場合，中国国際経済貿易仲裁委員会上海分会において、その時点で有効な同協会の仲裁規則に従って、中華人民共和国上海市で、中国語によって行う。仲裁裁決は、終局的な結果であり、双方に対して拘束力を有する。仲裁費用は、仲裁裁決に別途規定のある場合を除き、全て敗訴側の仲裁当事者が負担する。

第35条（言語）
本契約は、英語のみにより、英語が支配するものとし、他の言語によるいかなる翻訳も、参考のためのみであり、当事者を拘束するものではない。

本契約の成立を証明するため、本書の英語版2通を作成し、X及びYにおいて、それぞれの権限ある者が署名捺印の上、各１通を保有する。


年    月    日


X：アイデス株式会社
日本国東京都台東区駒形１－７－１０



______________________________________________

Y：GOODBABY (HONG KONG) LIMITED
Room 2501-2, 25/F., Tung Chiu Commercial Centre, 
193 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong.
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